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新 認定看護師の養成を支援

＜地域医療再生臨時特例基金事業＞

１ 事 業 費 【財源内訳】 【主な使途】

１５，０００ 一般財源 15,000 負担金、補助及び交付金 15,000

（前年度 ０）

２ 背景・現状

高度化・専門化する保健医療福祉環境の中で、看護の役割が拡大し、熟練した看

護技術と知識を用いて水準の高い看護を実践できる認定看護師・専門看護師が求め

られている。

また、医師不足問題への対応策としても、チーム医療の下における役割分担を推

進する観点から、認定看護師・専門看護師の存在が重要視され、国は当面5ヵ年で

全看護従事者の１％の養成を目指すことを掲げている。

しかし、県内の認定看護師・専門看護師は県内の全看護従事者の0.3%程度に留ま

っており、今後、より一層、養成を図る必要がある。

３ 事 業 目 的

認定看護師が、県内の全看護従事者の１％以上確保されるよう、資格取得に向け

た支援を行う。

４ 事 業 概 要

医療機関、受講者が負担する認定看護師資格取得に必要な教育課程受講料の一部

を助成

※認定看護師とは ※専門看護師とは

日本看護協会が認定した認定看護師教育課程を修了後、日本看護 日本協議会専門看護師教育課程基準の所定単位を取得した看護系

協会の認定看護師認定審査に合格し、ある特定の看護分野において、 大学院修士課程修了者で、日本看護協会の専門看護師認定審査に合

熟練した看護技術と知識を有すると認められた者。現在認定を受け 格し、特定分において卓越した看護実践能力を有すると認められた

ることの出来る看護分野は、救急、がん化 学療法など１９分野。 者。認定看護師よりも専門性が高い。

款）４衛生費 （項）１医務費 （目）(2)医務費

明細書事業名）○看護師等指導教育費

認定看護師育成支援事業費補助金


